
委   託   設   計   書 委託方法 単価契約

部長 審議監 課長 主幹 班 設計者

公園便所汚水管内等きょう雑物除去委託

松戸市市内一円

 自  令和８年 4月 1日
 至  令和９年 3月31日

一金      円（1時間当り）委託費計 設計内容審査済

所属 設計年月日 令和８年    月    日

年度科目 令和８年度 委託期間

街づくり部公園緑地課

補佐

委託名称

委託場所



内訳表
費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

本委託費

汚水管内等きょう雑物除去 h 1 第１表参照

委託費計



第  １  表 汚水管内等きょう雑物除去作業 １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

高圧洗浄車運転工 日 1.0 第２表参照

 **1日当たり** h 6.0

 **1h当たり**

第  ２  表 高圧洗浄車運転工 １日当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 人 1.0 R05

特殊運転手 人 1.0 R07

高圧洗浄車 h 6.0 H02

軽油 L 18.9 T01

油脂類 ％ 20.0

経費 ％

 **１日当たり**



公園便所汚水管内等きょう雑物除去委託特記仕様書

本委託は、設計書、契約書によるもののほか本仕様書による。

1．作業内容

公園便所の汚水管内きょう雑物の除去を基本とする。ただし、便所以外の排水管内きょう雑物

除去を行う場合もある。なお、その場合は事前に市担当者と協議の上で決定するものとする。

2．使用器具 
本委託作業には高圧洗浄車を使用するものとする。

3．作業時間 
(1) 原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日は作業を実施しないものとする。ただし市が必要と認めた場合はこの限りではない。

(2) 作業時間は原則として午前8時30分から午後5時の間とする。

(3) 市は特別な行事等により作業日や時間を指定することがある。

4．作業日報 
請負者は作業状況の写真撮影、作業日報の作成をし、月末に提出すること。写真撮影は、全

作業箇所とし、作業日報には作業の開始時間と終了時間を記載のこと。

5．年間作業予定時

間 約62時間 

6．その他 
便所及び汚水管の修理が必要な場合は監督職員へ連絡すること。

7．本仕様書に定めのない事項は市担当者の指示によること。 
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